
 1 / 5 

 

 

申請要領 

１．給付金の概要 

趣旨 

新型コロナウイルス感染症の拡大に起因する原油価格高騰により、事業の運営に支障

が生じている中小企業者等に対して、事業の継続を支援するため、原油価格・物価高

騰対応中小企業者等緊急支援給付金を交付する。 

支給額 

事業用自動車（緑・黒ナンバー）1台につき 5万円（1事業者につき 25万円まで） 

対象となる方 

下記の要件を満たす個人事業主・中小企業者の方 

２．対象要件 

以下の５つの要件を全て満たしている必要があります。 

（１） 事業用自動車※1 を所有し、又は自動車リース事業者とのリース契約に基づき借

用している事業用自動車を使用し事業を営んでいること。 

（２） 自動車リース事業者ではないこと。 

（３） 市内に本店又は主たる事業所※2を有すること。 

（４） 申請時点において事業を営んでおり、かつ、引き続き市内で事業を継続する意

思を有すること。 

（５） 農林漁業者又は富津市公共交通事業者原油価格高騰対応緊急支援給付金事業実

施要綱第２条に規定する支給対象者ではないこと。 

 

※１ 事業用自動車 

 自動車検査証に「事業用」として登録しており、かつ、用途が「貨物」または「乗用」

の自動車（緑・黒ナンバー） 

※２ 主たる事業所 

法人 法人税の確定申告書別表一に記載された納税地 

個人事業主（青色申告） 所得税の青色申告決算書に記載された事業所所在地 

個人事業主（白色申告） 所得税の収支内訳書に記載された事業所所在地 

原油価格・物価高騰対応中小企業者等緊急支援給付金 
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３．申請手続き 

申請書の提出 

（１） 申請期限 

令和４年１０月３１日（当日消印有効） 

（２） 申請方法 

感染症拡大防止のため、原則郵送による申請をお願いします。 

【宛先】〒２９３－８５０６ 

富津市下飯野２４４３番地 

富津市役所 商工観光課  まで 

（３） 申請書類の入手方法 

富津市ＨＰから申請書等のデータをダウンロードできます。 

また、商工観光課窓口・天羽行政センター・各公民館・商工会でも印刷した 

ものを配布しています。 

https://www.city.futtsu.lg.jp/0000007184.html 

支給の決定等 

申請書の内容を審査の上、適正と認められたときは給付金を支給します。 

給付金の振込みをもって決定の通知に代えるものとし、決定通知書は交付しません。 

留意事項 

本給付金の決定後、対象要件に該当しない事実や不正等が判明した場合は本給付金の

交付決定を取り消します。この場合、申請者は給付金を返還しなければなりません。 

問い合わせ先 

商工観光課（市役所４階） 電話：０４３９－８０－１２８７ 

  

https://www.city.futtsu.lg.jp/0000007184.html
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４．必要書類 

以下の書類を提出してください。なお、必要に応じて追加書類の提出及び説明を求め

ることがあります。また、申請書類の返却はいたしません。 

 申請書類一覧 チェック 

① 
富津市原油価格・物価高騰対応中小企業者等緊急支援給付金 

交付申請書兼請求書 
□ 

② 誓約書 □ 

③ 振込先口座を確認できる書類（通帳の写し等） □ 

④ 
自動車検査証（車検証）の写し 

※申請する自動車分すべての車検証の写しが必要です 
□ 

⑤ 

【法人の場合】 

直近の法人税の確定申告書別表１の写し 

【個人事業主の場合】 

直近の所得税の青色申告決算書（又は収支内訳書）の写し 

□ 

 

【注意事項】 

●添付書類の散逸を防ぐため、申請書類はすべてＡ４サイズとしてください。 

●申請書類に不備があったり、判読が困難（コピーが薄い、文字が読みにくい等）である時は、

再提出等をお願いする場合があります。その場合、支給までに時間がかかることがあります。 
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①申請書記載例 

 

  記入例（法人） 
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②誓約書記載例 

 


